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(57)【要約】
【課題】ユーザのプライバシを保護しつつ、且つユーザ
の利便性を向上する。
【解決手段】撮像した時の位置を示す撮像時位置情報を
撮像画像に対して付加する撮像装置であって、撮像画像
の転送先となる閲覧者が所属するグループが、撮像画像
を閲覧することを許可された閲覧可能者に含まれるか否
かを判断する判断部と、判断部によりグループが閲覧可
能者に含まれないと判断された場合、撮像画像から撮像
時位置情報を削除する削除部と、を備える。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像した時の位置を示す撮像時位置情報を撮像画像に対して付加する撮像装置であって
、
　前記撮像画像の転送先となる閲覧者が所属するグループが、前記撮像画像を閲覧するこ
とを許可された閲覧可能者であるか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段により前記グループが前記閲覧可能者にでないと判断された場合、前記撮
像画像から前記撮像時位置情報を削除する削除手段と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記撮像時位置情報に基づいて、前記撮像した時の位置が前記閲覧者ごとに予め登録さ
れた位置から所定の距離範囲に含まれるか否かを判断する位置判断手段と、
　前記位置判断手段により前記撮像した時の位置が前記所定の距離範囲に含まれると判断
された場合、前記所定の距離範囲に含まれると判断された前記予め登録された位置と関連
付けられた閲覧者が所属するグループを、前記閲覧可能者として設定する設定手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記転送先のアドレス情報と、前記閲覧者が所属するグループを示すグループ情報とを
関連付けて、管理情報として前記閲覧者ごとに管理する管理手段をさらに備え、
　前記判断手段は、前記アドレス情報と前記グループ情報とに基づいて前記転送先となる
閲覧者が所属するグループが前記閲覧可能者であるか否かを判断することを特徴とする請
求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記管理手段は、前記転送先となる閲覧者ごとに予め登録された位置を示す情報をさら
に関連付けて前記管理情報として管理することを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記撮像画像の転送を中継する通信装置から前記管理情報を取得する取得手段をさらに
備えることを特徴とする請求項３または４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　判断手段と、削除手段とを備え、撮像した時の位置を示す撮像時位置情報を撮像画像に
対して付加する撮像装置の制御方法であって、
　前記判断手段が、前記撮像画像の転送先となる閲覧者が所属するグループが、前記撮像
画像を閲覧することを許可された閲覧可能者であるか否かを判断する判断工程と、
　前記削除手段が、前記判断工程により前記グループが前記閲覧可能者にでないと判断さ
れた場合、前記撮像画像から前記撮像時位置情報を削除する削除工程と、
　を備えることを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項７】
　コンピュータに請求項６に記載の撮像装置の制御方法の各工程を実行させるためのプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを通じて撮像した画像を転送する撮像装置、撮像装置の制御方
法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、撮像機能を備えた携帯電話や、通信機能を備えたデジタルカメラが存在する。こ
れらを利用することで、ユーザは撮像した画像を、ネットワークを介して他の携帯電話、
ＰＣ、さらにインターネットの写真共有サービス等に転送することができる。これにより
、ユーザは撮像した画像を、友人同士や不特定多数のユーザと共有して楽しむことができ
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る。
【０００３】
　さらに、ＧＰＳ技術の向上により、ＧＰＳ受信機の小型化が進み、ＧＰＳ受信機が携帯
電話やデジタルカメラへ搭載されるようになってきている。ＧＰＳ機能と連携することで
、携帯電話やデジタルカメラを使用して撮像した画像に対して、撮像場所の位置情報を付
加して記憶することが可能となっている。ユーザは、撮像位置を付加した画像を、インタ
ーネットの地図サービスと連携することで、画像と地図とを連動した様々なサービスを享
受することができる。
【０００４】
　一方、インターネットの写真共有サービスにおいて、ユーザが撮像した画像を不特定多
数のユーザが閲覧することができる。この場合、ユーザが自宅や友人宅など、ユーザに密
接に関連した場所において撮像した画像を、写真共有サービスにアップロードすると、撮
像位置情報からユーザ宅や友人宅の住所が特定される可能性があり、ユーザのプライバシ
が侵害される恐れがある。
【０００５】
　そのため、デジタルカメラにおいて、ユーザがあらかじめ特定の位置情報を設定してお
き、撮像画像を外部に転送する際に、撮像画像が特定の位置の近傍で撮像されたものであ
る場合、画像に付加された位置情報を削除するという方法が提案されている（特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０‐８１４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　例えば、ユーザが友人Ａ宅にて、自身が所有する携帯電話を用いて画像を撮像する。撮
像画像には友人Ａ宅の位置情報が付加される。このとき、ユーザが、その撮像画像を友人
Ｂと同僚Ｃにそれぞれ転送すると仮定する。ただし、友人Ａと友人Ｂは同じ仲間グループ
であるため、友人Ａ宅の位置情報を付加したいが、友人Ａと同僚Ｃは異なる仲間グループ
であるため、友人Ａ宅の位置情報を削除したいというニーズが生じることがある。
【０００８】
　しかしながら、従来の方法では、特定の位置で撮像された場合には転送先に関わらず一
律に位置情報を削除してしまうため、このようなケースに対応することができないという
課題がある。
【０００９】
　上記の課題に鑑み、本発明は、ユーザのプライバシを保護しつつ、且つユーザの利便性
を向上することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決する本発明に係る撮像装置は、
　撮像した時の位置を示す撮像時位置情報を撮像画像に対して付加する撮像装置であって
、
　前記撮像画像の転送先となる閲覧者が所属するグループが、前記撮像画像を閲覧するこ
とを許可された閲覧可能者であるか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段により前記グループが前記閲覧可能者にでないと判断された場合、前記撮
像画像から前記撮像時位置情報を削除する削除手段と、
　を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明によれば、ユーザのプライバシを保護しつつ、且つユーザの利便性を向上するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施形態による撮像システムの構成例を示す図。
【図２】第１実施形態による第一の携帯電話１０のハードウェア構成例を示すブロック図
。
【図３】第１実施形態による第一の携帯電話１０の機能モジュール構成例を示すブロック
図。
【図４】第１実施形態による第一の携帯電話１０が管理するユーザプロファイル情報、ア
ドレス情報、及びグループ情報の例を示す図。
【図５】第１実施形態による第一の携帯電話１０が、撮像画像に対して撮像時位置情報を
付加する動作を示すフローチャート。
【図６】第１実施形態による第一の携帯電話１０が、第二の携帯電話３０に撮像画像を転
送する際の、撮像画像に対する撮像時位置情報を制限する動作を示すフローチャート。
【図７】第２実施形態による撮像システムの構成例を示す図。
【図８】第２実施形態による撮像装置５０のハードウェア構成例を示すブロック図。
【図９】第２実施形態による撮像装置５０の機能モジュール構成例を示すブロック図。
【図１０】第２実施形態による撮像装置５０が、撮像時に第一の携帯電話１０から位置情
報を取得する際のメッセージ例を示すシーケンス図。
【図１１】第２実施形態による撮像装置５０が、第二の携帯電話３０に撮像画像を転送す
る時に、撮像画像に対する撮像時位置情報を制限する場合のメッセージ例を示すシーケン
ス図。
【図１２】第２実施形態による撮像装置５０が、撮像画像に対して撮像時位置情報を付加
する動作を示すフローチャート。
【図１３】第２実施形態による撮像装置５０が、第二の携帯電話３０に撮像画像を転送す
る際の、撮像画像に対する撮像時位置情報を制限する動作を示すフローチャート。
【図１４】第３実施形態による撮像システムの構成例を示す図。
【図１５】第３実施形態による第一の携帯電話１０が、画像共有サービス６０に撮像画像
を転送する時に、撮像画像に対する撮像時位置情報を制限する場合のメッセージ例を示す
シーケンス。
【図１６】第３実施形態による第一の携帯電話１０が、画像共有サービス６０に撮像画像
を転送する際の、撮像画像に対する撮像時位置情報を制限する動作を示すフローチャート
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　（第１実施形態）
　以下、添付の図面を参照して、本発明に係る実施形態を説明する。図１は、本実施形態
における撮像システムの構成例を示す図である。第一の携帯電話１０は、本実施形態にお
ける撮像機能、及びＧＰＳ受信機能を備えた携帯電話である。なお、本実施形態では携帯
電話を利用しているが、これに限定されず、撮像機能、通信機能、及びＧＰＳ受信機能を
備えた通信装置、あるいはそれらの組み合わせを利用してもよい。例えば、デジタルカメ
ラ、デジタルビデオカメラ、ＰＣ、ノートＰＣ、スマートフォン、などが挙げられる。携
帯電話基地局２０は、第一の携帯電話１０と第二の携帯電話３０とを通信可能にするため
の通信中継装置である。なお、本実施形態では、撮像機能を備えた通信装置として携帯電
話を利用したため、その通信中継装置として携帯電話基地局を利用しているが、同様にこ
れに限定されない。例えば、通信インタフェースとして無線ＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　
Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を備えた装置を利用する場合、通信中継装置と
して無線ＬＡＮアクセスポイント、などが使用される。第二の携帯電話３０は、本実施形
態における第一の携帯電話１０から画像が転送される、転送先としての携帯電話である。
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ＧＰＳ衛星４０は、本実施形態における第一の携帯電話１０が画像を撮像した時の位置情
報を取得するために利用するＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ：全地球測位システム）衛星である。なお、本実施形態では、位置情報としてＧＰＳ
を利用しているが、これに限らず、Ｗｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）
アクセスポイント、携帯電話基地局、を利用した測位システム、あるいはそれらの組み合
わせによる位置情報を利用してもよい。
【００１４】
　図２は、本実施形態における第一の携帯電話１０のハードウェア構成例を示すブロック
図である。なお、第二の携帯電話３０のハードウェア構成も同様であるため説明を省略す
る。第一の携帯電話１０は、ＣＰＵ２０１と、ＲＯＭ２０２と、ＲＡＭ２０３と、補助記
憶装置２０４と、撮像部２０５と、画像処理プロセッサ２０６と、表示部２０７と、操作
部２０８と、ＧＰＳ受信部２０９と、公衆無線通信部２１０と、無線ＬＡＮ通信部２１１
と、ＧＰＳ受信アンテナ２１２と、公衆無線通信アンテナ２１３と、無線ＬＡＮアンテナ
２１４とを備える。
【００１５】
　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２０１は、第一の携帯電
話１０の各構成要素を制御する。ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０２は
、変更を必要としないプログラムやパラメータを格納する。ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０３は、補助装置などから供給されるプログラムやデータを
一時記憶する。補助記憶装置２０４は、撮像した画像と、ユーザプロファイル情報やアド
レス情報などのユーザ情報とを記憶する。例えば、メモリカード、ハードディスク、など
が挙げられる。撮像部２０５は、被写体となる対象物からレンズを通して入力された光を
、アナログ信号データからデジタル信号データへ変換して、撮像画像のＲＡＷデータを生
成する。画像処理プロセッサ２０６は、撮像画像のＲＡＷデータに対して、補完、色空間
変換、ガンマ特性変換などの様々な画像補正処理を適用し、ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈ
ｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）データを生成する。本実施形態に
おいて、撮像画像データはＪＰＥＧデータ形式であるが、これに限らず、ビットマップデ
ータ、ＧＩＦ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ　Ｆｏｒｍａｔ）データ、な
ど他の画像データ形式を利用してもよい。表示部２０７は、ユーザが第一の携帯電話１０
を操作するためのＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を表示
する。また表示部２０７は、撮像部２０５により撮像された画像を表示する。操作部２０
８は、ユーザが第一の携帯電話１０を操作するための入力インタフェースである。ＧＰＳ
受信部２０９は、ＧＰＳ受信アンテナ２１２を制御し、ＧＰＳ衛星４０から送信されたＧ
ＰＳ位置情報を取得する。公衆無線通信部２１０は、公衆無線通信アンテナ２１３を制御
し、携帯電話基地局２０を介して、第二の携帯電話３０と通信を行う。無線ＬＡＮ通信部
２１１は、無線ＬＡＮアンテナ２１４を制御し、図７に示した撮像装置５０と通信を行う
。図７については後述する。
【００１６】
　図３は、本実施形態における第一の携帯電話１０の機能モジュール構成例を示すブロッ
ク図である。第一の携帯電話１０は、ＧＰＳ受信制御部３０１と、公衆無線通信制御部３
０２と、無線ＬＡＮ通信制御部３０３と、制御部３０４と、撮像制御部３０５と、表示制
御部３０６と、操作制御部３０７と、記憶制御部３０８と、ユーザ情報管理部３０９と、
アドレス情報管理部３１０と、グループ情報管理部３１１と、画像転送制御部３１２と、
位置情報制御部３１３と、特定位置判断部３１４と、閲覧範囲判断部３１５と、通信中継
制御部３１６とを備える。
【００１７】
　ＧＰＳ受信制御部３０１は、ＧＰＳ受信部２０９を制御し、ＧＰＳ衛星４０からＧＰＳ
の位置情報を取得する。なお、本実施形態では、第一の携帯電話１０に内蔵されたＧＰＳ
受信部２０９を利用したが、これに限定されず、第一の携帯電話１０に接続可能なＧＰＳ
ロガー、などを用いても実施可能である。公衆無線通信制御部３０２は、公衆無線通信部



(6) JP 2012-186732 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

２１０を制御し、携帯電話基地局２０を介して、第二の携帯電話３０との通信を制御する
。無線ＬＡＮ通信制御部３０３は、無線ＬＡＮ通信部２１１を制御し、図７に示した撮像
装置５０との通信を制御する。制御部３０４は、第一の携帯電話１０が備える機能モジュ
ール全体を制御する。
【００１８】
　撮像制御部３０５は、撮像部２０５を制御し、第一の携帯電話１０における撮像処理を
制御する。撮像制御部３０５は、撮像した画像を、記憶制御部３０８を介して、補助記憶
装置２０４に記憶する。表示制御部３０６は、表示部２０７を制御し、第一の携帯電話１
０におけるＧＵＩの表示を制御する。操作制御部３０７は、操作部２０８を制御し、第一
の携帯電話１０におけるユーザからの入力操作を制御する。記憶制御部３０８は、補助記
憶装置２０４を制御し、撮像制御部３０５において撮像された画像を記憶する。また、記
憶制御部３０８は、第一の携帯電話１０において管理されるユーザ情報、アドレス情報、
グループ情報を記憶する。ユーザ情報管理部３０９は、補助記憶装置２０４に記憶された
ユーザ情報を管理する。本実施形態におけるユーザ情報は、第一の携帯電話１０の所有者
に関するユーザプロファイル情報である。ユーザ情報には、所有者に関する名前、電話番
号、メールアドレス、住所、自宅の位置情報、などが登録される。なお、本実施形態にお
いて携帯電話のユーザプロファイル情報を利用しているが、これに限定されず、インター
ネットの各種サービスに登録したユーザプロファイル情報を用いても実施可能である。例
えば、メールサービス、画像共有サービス、ファイル共有サービス、ブログサービス、Ｓ
ＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、などが挙げられる。
【００１９】
　アドレス情報管理部３１０は、補助記憶装置２０４に記憶されたアドレス情報を管理す
る。本実施形態におけるアドレス情報は、第一の携帯電話１０に記憶されたアドレス帳（
住所録）である。アドレス帳には、個人毎に、名前、電話番号、メールアドレス、グルー
プ、住所、自宅の位置情報、などが登録される。なお、本実施形態において携帯電話のア
ドレス帳を利用しているが、これに限定されず、ユーザ情報と同様に、インターネットの
各種サービスに登録したアドレス情報を用いても実施可能である。グループ情報管理部３
１１は、補助記憶装置２０４に記憶されたグループ情報を管理する。本実施形態における
グループ情報は、アドレス情報をグループ単位で分類して管理するための情報である。グ
ループ情報には、グループ名、グループで共有するサービス名、サービスにおけるグルー
プ名、などが登録される。なお、本実施形態において携帯電話のグループ情報を利用して
いるが、これに限定されず、ユーザ情報と同様に、インターネットの各種サービスに登録
したグループ情報を用いても実施可能である。
【００２０】
　画像転送制御部３１２は、第一の携帯電話１０に記憶された撮像画像を、ユーザが指示
した転送先に転送する。本実施形態における転送先は第二の携帯電話３０である。また、
その他の転送先としては、図１４に示した画像共有サービス６０や、メールサービス、フ
ァイル共有サービス、ブログサービス、ＳＮＳ、などが挙げられる。位置情報制御部３１
３は、撮像制御部３０５により画像が撮像された際に、ＧＰＳ受信制御部３０１からＧＰ
Ｓの位置情報を取得し、撮像時における撮像時位置情報として、撮像画像に付加する。本
実施形態において、撮像画像に対する撮像時位置情報は、ＪＰＥＧデータ中のＥＸＩＦ（
Ｅｘｃｈａｎｇｅｂｌｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ）データのＧＰＳ情報で
ある。なお、本実施形態において撮像時位置情報として、ＥＸＩＦのＧＰＳ情報を利用し
ているが、これに限定されず、その他の情報であっても位置を特定可能な情報であれば実
施可能である。例えば、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント情報、携帯電話基地局情報、方位情
報、無線ＩＣタグ情報、ＥＴＣ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｔｏｌｌ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏ
ｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）情報、などが挙げられる。また、本実施形態における撮像時位置情報
は、撮像画像データファイルに付加されているが、これに限定されず、撮像画像データと
は別のデータファイル中で管理される構成としても実施可能である。
【００２１】
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　特定位置判断部３１４は、位置情報制御部３１３によって付加された撮像時位置情報に
基づき、撮像された画像が、所定の特定位置を中心とした所定の範囲内に含まれるか否か
を判断する。例えば、所定の特定位置をユーザの自宅とした場合、特定位置判断部３１４
は、撮像された画像が自宅で撮像されたものか否かを判断する。なお、所定の範囲は撮像
時位置情報の精度に応じて適切な値を設定すればよい。
【００２２】
　閲覧範囲判断部３１５は、画像転送制御部３１２によって撮像画像が転送される転送先
の閲覧者の範囲を判断する。本実施形態において転送先が第二の携帯電話３０であるため
、閲覧範囲判断部３１５は、第二の携帯電話３０のユーザは、グループ情報中のいずれの
グループに所属するのかを判断する。また、例えば、転送先が画像共有サービス６０の場
合、閲覧範囲判断部３１５は、転送先の画像共有サービス６０のアルバムの閲覧（アクセ
ス）権限に基づき、いずれのグループのユーザが閲覧可能かを判断する。また、閲覧範囲
は必ずしもグループに限定されず、個人、不特定多数（パブリック）も判断対象に含めて
もよい。
【００２３】
　通信中継制御部３１６は、図７に示す撮像装置５０からの通信を中継し、携帯電話の公
衆網を介して、第二の携帯電話３０や、図１４に示す画像共有サービス６０と接続可能に
する。本実施形態において、撮像装置５０とは無線ＬＡＮにより通信されるため、通信中
継制御部３１６は、無線ＬＡＮ通信制御部３０３を介して、撮像装置５０からの通信要求
を取得し、公衆無線通信制御部３０２を介して、送信先に通信要求を転送する。
【００２４】
　図４（ａ）－（ｃ）は、本実施形態における第一の携帯電話１０が管理するユーザプロ
ファイル情報、アドレス情報、及びグループ情報の例を示す図である。図４（ａ）は、本
実施形態によるユーザプロファイル情報である。ユーザプロファイル情報には、第一の携
帯電話１０の所有者に関する名前、電話番号、メールアドレス、住所、位置情報、などが
登録される。なお、図４（ａ）の位置情報には、ＧＰＳ情報として、緯度（ｌａｔ：ｌａ
ｔｉｔｕｄｅ）、経度（ｌｏｎｇ：ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ）、が登録されている。図４（ｂ
）は、本実施形態におけるアドレス情報である。アドレス情報には、個人毎に、名前、電
話番号、メールアドレス、グループ、住所、位置情報、などが登録される。図４（ｃ）は
、本実施形態におけるグループ情報である。グループ情報には、グループ名、グループで
共有するサービス名、サービス上で管理されるサービスグループ名、などが登録される。
【００２５】
　図５は、本実施形態における第一の携帯電話１０が、撮像画像に対して撮像時位置情報
を付加する動作を示すフローチャートである。
【００２６】
　ステップＳ５０１において、撮像制御部３０５は、画像の撮像処理を実施し、撮像した
画像を、記憶制御部３０８を介して、補助記憶装置２０４に記憶する。
【００２７】
　ステップＳ５０２において、位置情報制御部３１３は、撮像画像に対して撮像時位置情
報を付加する機能であるＧＰＳ機能が有効になっているか否か判断する。なお、ＧＰＳ機
能の有効・無効の設定は、撮像処理の事前にユーザが操作部２０８を操作して行う。ＧＰ
Ｓ機能が有効になっているとは判断された場合（Ｓ５０２；ＹＥＳ）、ステップＳ５０３
へ進む。一方、ＧＰＳ機能が無効になっていると判断された場合（Ｓ５０２；ＮＯ）、撮
像画像に対して撮像時位置情報を付加しないため、制御部３０４は撮像時位置情報を付加
する動作を終了する。
【００２８】
　ステップＳ５０３において、ＧＰＳ受信制御部３０１は、ＧＰＳ位置情報を受信可能で
あるか否か判断する。ＧＰＳ受信部２０９がＧＰＳ衛星４０を捕捉し、ＧＰＳ位置情報を
受信可能であると判断された場合（Ｓ５０３；ＹＥＳ）、ステップＳ５０４へ進む。一方
、第一の携帯電話１０が建物内にある等の理由で、ＧＰＳ受信部２０９がＧＰＳ衛星４０
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を捕捉できず、ＧＰＳ位置情報を受信不可能であると判定された場合（Ｓ５０３；ＮＯ）
、撮像画像に対して撮像時位置情報を付加できないため、制御部３０４は撮像時位置情報
を付加する動作を終了する。
【００２９】
　ステップＳ５０４において、ＧＰＳ受信制御部３０１は、ＧＰＳ位置情報を受信する。
【００３０】
　ステップＳ５０５において、位置情報制御部３１３は、ＧＰＳ受信制御部３０１からＧ
ＰＳ位置情報を取得し、そのＧＰＳ位置情報を撮像時における撮像時位置情報として、ス
テップＳ５０１において撮像した撮像画像に付加する。以上で、制御部３０４は撮像時位
置情報の付加動作を終了する。一方、図６は、本実施形態における第一の携帯電話１０が
、第二の携帯電話３０に撮像画像を転送する際の、撮像画像に対する撮像時位置情報を制
限する動作を示すフローチャートである。
【００３１】
　ステップＳ６０１において、位置情報制御部３１３は、転送対象の撮像画像（転送画像
）に撮像時位置情報が付加されているか否かを判断する。転送画像に撮像時位置情報が付
加されていると判断された場合（Ｓ６０１；ＹＥＳ）、ステップＳ６０２へ進む。一方、
撮像時位置情報が付加されていないと判断された場合（Ｓ６０１；ＮＯ）、ステップＳ６
０５へ進む。
【００３２】
　ステップＳ６０２において、特定位置判断部３１４は、アドレス情報管理部３１０が管
理するアドレス情報に登録された位置情報群を取得し、これを特定位置として扱う。次に
、特定位置判断部３１４は、転送画像に付加された撮像時位置情報に基づき、撮像時位置
が、アドレス情報に登録された各位置情報が示す特定位置を中心とした所定の距離範囲内
に含まれるか否かを判断する。撮像時位置が、アドレス情報に登録されたある位置情報が
示す特定位置を中心とした所定の距離範囲内に含まれると判断された場合（Ｓ６０２；Ｙ
ＥＳ）、ステップＳ６０３へ進む。一方、撮像時位置が、アドレス情報に登録されたある
位置情報が示す特定位置を中心とした所定の距離範囲内に含まれないと判断された場合（
Ｓ６０２；ＮＯ）、ステップＳ６０５へ進む。
【００３３】
　ステップＳ６０３において、閲覧範囲判断部３１５は、特定位置判断部３１４により撮
像時位置が所定の距離範囲内に含まれると判断されたアドレス情報中の位置情報に基づき
、その位置情報に対応するユーザのグループを、撮像画像を閲覧することを許可された閲
覧可能者としてアドレス情報から取得する。次に、閲覧範囲判断部３１５は、画像転送制
御部３１２により決定された転送先である、第二の携帯電話３０のユーザのグループを、
アドレス情報から取得する。そして、閲覧範囲判断部３１５は、撮像時位置に対応するグ
ループと、転送先に対応するグループと、が一致するか否かを判断する。撮像時位置に対
応するグループと、転送先に対応するグループとが一致すると判断された場合（Ｓ６０３
；ＹＥＳ）、閲覧範囲判断部３１５は、同一グループであるため撮像時位置を共有可能で
ある、つまり撮像時位置を付加して撮像画像を転送可能である、と判断し、ステップＳ６
０５へ進む。一方、グループが異なると判断された場合（Ｓ６０３；ＮＯ）、閲覧範囲判
断部３１５は、異なるグループであるため撮像時位置を共有不可能である、つまり撮像時
位置を付加して撮像画像を転送不可能である、と判断し、ステップＳ６０４へ進む。
【００３４】
　ステップＳ６０４において、位置情報制御部３１３は、転送画像から撮像時位置情報を
削除する。位置情報制御部３１３は、補助記憶装置２０４内に記憶されているオリジナル
の撮像画像中から撮像時位置情報を削除するのではなく、第二の携帯電話３０に転送する
ためにコピーされた撮像画像中から、撮像時位置情報を削除する。なお、本実施形態では
転送するためにコピーされた撮像画像中から撮像時位置情報を削除する構成としたが、こ
れに限定されず、最終的に転送画像中に撮像時位置情報が付加されていないようにすれば
、他の方法を用いても実施可能である。
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【００３５】
　ステップＳ６０５において、画像転送制御部３１２は、転送画像を、公衆無線通信制御
部３０２を介して、第二の携帯電話３０に転送する。そして、制御部３０４は、撮像画像
に対する撮像時位置情報を制限する動作を終了する。
【００３６】
　以上、説明したように、第一の携帯電話１０は、第二の携帯電話３０に撮像画像を転送
する際に、撮像時位置がアドレス情報に登録された位置情報に含まれるか否かを判断する
。もし含まれる場合、第一の携帯電話１０は、転送先のユーザが撮像時位置に関連するグ
ループと同一の場合のみ、撮像時位置情報を付加した撮像画像を転送する。つまり、転送
先が同一グループに所属する相手ならば、そのグループメンバに関連した位置情報を付加
する。一方、転送先が他グループに所属する相手ならば、そのグループメンバに関連した
位置情報を付加しない。
【００３７】
　これにより、グループメンバのプライバシ情報を、グループ外には漏洩することなく、
グループ内で共有することができる。それゆえ、第一の携帯電話１０を利用するユーザ、
及びグループに所属するメンバのプライバシを保ちつつ、ユーザの利便性が向上する。
【００３８】
　さらに、第一の携帯電話１０は、撮像時位置がいかなるグループに関連する特定位置に
も含まれない場合、撮像時位置情報を付加して撮像画像を転送する。例えば、撮像時位置
が、観光地や公共施設など、グループメンバ個人に関連する位置ではない場合、位置情報
を付加して転送することで、画像と地図とを連携したサービスを利用でき、ユーザの利便
性がさらに向上する。
【００３９】
　また、撮像時位置が自宅である場合、特定位置判断部３１４は、ユーザ情報管理部３０
９が管理するユーザプロファイル情報（管理情報）に登録された位置情報と比較すること
により、撮像時位置が第一の携帯電話１０の所有者の自宅で撮像された画像であることが
判断できる。撮像時位置が自宅の場合でも、所有者本人はすべてのグループに所属するグ
ループメンバとみなすことができるため、図６のステップＳ６０３で示した処理が適用可
能である。
【００４０】
　一方、自宅の位置情報が付加された撮像画像を、例えば家族グループと友人グループに
は付加して転送したいが、同僚グループには付加したくない場合を想定する。この場合、
図４（ｃ）に示したグループ情報の各グループに対して、ユーザ個人の位置情報の付加有
無フラグを用意する。そして、特定位置判断部３１４により、撮像時位置が自宅であると
判断された場合、閲覧範囲判断部３１５は、転送先のグループ、及び付加有無フラグを参
照して、撮像時位置情報の付加を決定する。これにより、ユーザの利便性がさらに向上す
る。以上、本発明の一実施形態を示した。
【００４１】
　（第２実施形態）
　以下、添付の図面を参照して、本発明に係る第２実施形態を説明する。なお、第１実施
形態で説明した構成要素と同じ構成要素に関しては説明を省略する。図７は、本実施形態
による撮像システムの構成例を示す図である。第一の携帯電話１０は、撮像装置５０から
の通信を中継する機能、及びＧＰＳ受信機能を備えた携帯電話である。携帯電話基地局２
０、第二の携帯電話３０、およびＧＰＳ衛星４０は、第１実施形態で説明したものと同様
である。第一の携帯電話１０と撮像装置５０とは無線ＬＡＮを介して接続される。撮像装
置５０は、撮像機能、及び第一の携帯電話１０との通信機能を備えた装置である。例えば
、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、ＰＣ、ノートＰＣ、スマートフォン、などが
挙げられる。
【００４２】
　図８は、本実施形態による撮像装置５０のハードウェア構成例を示すブロック図である
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。ＣＰＵ８０１乃至操作部８０８の各構成要素は、図２に示した第一の携帯電話１０のＣ
ＰＵ２０１乃至操作部２０８の各構成要素と、それぞれ同等の機能を備える。無線ＬＡＮ
通信部８０９は、図２に示した第一の携帯電話１０の無線ＬＡＮ通信部２１１と同等の機
能を備える。無線ＬＡＮアンテナ８１０は、無線ＬＡＮアンテナ２１４と同等の機能を備
える。
【００４３】
　図９は、本実施形態による撮像装置５０の機能モジュール構成例を示すブロック図であ
る。撮像装置５０は、無線ＬＡＮ通信制御部９０１と、制御部９０２と、撮像制御部９０
３と、表示制御部９０４と、操作制御部９０５と、記憶制御部９０６と、携帯電話接続制
御部９０７と、画像転送制御部９０８と、位置情報制御部９０９と、特定位置判断部９１
０と、閲覧範囲判断部９１１とを備える。
【００４４】
　無線ＬＡＮ通信制御部９０１は、無線ＬＡＮ通信部８０９を制御し、第一の携帯電話１
０との通信を制御する。制御部９０２は、撮像装置５０の無線ＬＡＮ通信制御部９０１乃
至閲覧範囲判断部９１１の機能モジュール全体の制御を行う。撮像制御部９０３乃至記憶
制御部９０６の各構成要素は、図３に示した第一の携帯電話１０の撮像制御部３０５乃至
記憶制御部３０８の各構成要素と、それぞれ同等の機能を備える。
【００４５】
　携帯電話接続制御部９０７は、無線ＬＡＮ通信制御部９０１を介して、第一の携帯電話
１０との通信接続を制御する。さらに、携帯電話接続制御部９０７は、第一の携帯電話１
０が備える通信中継機能を利用して、第二の携帯電話３０、画像共有サービス６０との通
信を制御する。
【００４６】
　画像転送制御部９０８は、撮像装置５０に記憶された撮像画像を、ユーザが指示した転
送先に転送する。本実施形態における転送先は第二の携帯電話３０である。第二の携帯電
話３０への画像転送の際は、携帯電話接続制御部９０７により、第一の携帯電話１０の通
信中継機能を利用する。
【００４７】
　位置情報制御部９０９は、撮像制御部９０３により画像が撮像された際に、携帯電話接
続制御部９０７により第一の携帯電話１０から現在の地点における位置情報を取得し、撮
像時における撮像時位置情報として、撮像画像に付加する。
【００４８】
　特定位置判断部９１０は、図３に示した第一の携帯電話１０の特定位置判断部３１４と
同等の機能を有する。閲覧範囲判断部９１１は、図３に示した第一の携帯電話１０の閲覧
範囲判断部３１５と同等の機能を有する。
【００４９】
　図１０は、本実施形態における撮像装置５０が、撮像時に、第一の携帯電話１０から位
置情報を取得する際のメッセージの例を示すシーケンスである。
【００５０】
　Ｍ１００１において、ユーザは、撮像装置５０を操作して、ＧＰＳ機能を有効に設定す
る。Ｍ１００２において、撮像装置５０は、第一の携帯電話１０に対して、通信接続を要
求する　Ｍ１００３において、第一の携帯電話１０は、撮像装置５０に対して、通信接続
が確立されたことを応答する。
【００５１】
　Ｍ１００４において、ユーザは、撮像装置５０を操作して、画像を撮像する。Ｍ１００
５において、撮像装置５０は、ＧＰＳ機能が有効になっているか否かを判断する。ここで
は、ＧＰＳ機能が有効になっているとする。Ｍ１００６において、撮像装置５０は、第一
の携帯電話１０に対して、現在の地点における位置情報取得を要求する。
【００５２】
　Ｍ１００７において、第一の携帯電話１０は、ＧＰＳ衛星４０を捕捉し、現在の地点に
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おけるＧＰＳの位置情報を取得する。Ｍ１００８において、第一の携帯電話１０は、撮像
装置５０に対して、取得した現在の地点におけるＧＰＳの位置情報を送信する。Ｍ１００
６において、撮像装置５０は、取得したＧＰＳの位置情報を、撮像画像に付加する。以上
で図１０に示されるシーケンスが終了する。
【００５３】
　図１１は、本実施形態による撮像装置５０が、第二の携帯電話３０に撮像画像を転送す
る際の、撮像画像に対する撮像時位置情報を制限する際のメッセージの例を示すシーケン
スである。
【００５４】
　Ｍ１１０１において、撮像装置５０は、第一の携帯電話１０に対して、通信接続を要求
する。Ｍ１１０２において、第一の携帯電話１０は、撮像装置５０に対して、通信接続が
確立されたことを応答する。Ｍ１１０３において、撮像装置５０は、第一の携帯電話１０
が管理するアドレス情報を要求する。
【００５５】
　Ｍ１１０４において、第一の携帯電話１０は、撮像装置５０に対して、自身が管理する
アドレス情報を送信する。Ｍ１１０５において、ユーザは、撮像装置５０を操作して、撮
像画像の転送先を決定する。画像の転送先は、第一の携帯電話１０から取得したアドレス
情報をユーザに提示し、ユーザに選択させてもよい。一方、撮像装置５０にあらかじめ登
録された転送先をユーザに提示し、ユーザに選択させてもよい。
【００５６】
　Ｍ１１０６において、撮像装置５０は、転送対象の撮像画像に付加された撮像時位置情
報に基づき、撮像時位置が、取得したアドレス情報に登録された各位置情報が示す特定位
置を中心とした所定の範囲内に含まれるか否かを判断する。ここでは、含まれているもの
とする。Ｍ１１０７において、撮像装置５０は、撮像時位置に対応するグループと、転送
先に対応するグループとが同一か否かを判断する。ここでは異なるグループであるとする
。Ｍ１１０８において、撮像装置５０は、転送対象の撮像画像から撮像時位置情報を削除
する。
【００５７】
　Ｍ１１０９において、撮像装置５０は、転送対象の撮像画像を、第一の携帯電話１０に
転送する。Ｍ１１１０において、第一の携帯電話１０は、受信した転送画像を、第二の携
帯電話３０へ転送する。Ｍ１１１１において、第二の携帯電話３０は、画像の転送完了を
、第一の携帯電話１０に返答する。Ｍ１１１２において、第一の携帯電話１０は、画像の
転送完了を、撮像装置５０に返答する。以上で図１１のシーケンスが終了する。
【００５８】
　図１２は、本実施形態における撮像装置５０が、撮像画像に対して撮像時位置情報を付
加する動作を示すフローチャートである。
【００５９】
　ステップＳ１２０１において、ユーザからの操作指示によって、位置情報制御部９０９
はＧＰＳ機能を有効にする。ステップＳ１２０２において、携帯電話接続制御部９０７は
、第一の携帯電話１０に対して、通信接続を要求する。
【００６０】
　ステップＳ１２０３において、携帯電話接続制御部９０７は、第一の携帯電話１０との
通信接続が確立されたか否かを判断する。通信接続が確立されたと判断された場合（Ｓ１
２０３；ＹＥＳ）、ステップＳ１２０４へ進む。一方、通信接続が確立されなかったと判
断された場合（Ｓ１２０３；ＮＯ）、制御部９０２は撮像時位置情報の付加動作を終了す
る。
【００６１】
　ステップＳ１２０４において、撮像制御部９０３は、画像の撮像処理を実施し、撮像し
た画像を、記憶制御部９０６を介して、補助記憶装置８０４に記憶する。ステップＳ１２
０５において、位置情報制御部９０９は、ＧＰＳ機能が有効になっているか否か判断する
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。ＧＰＳ機能が有効になっていると判断された場合（Ｓ１２０５；ＹＥＳ）、ステップＳ
１２０６へ進む。一方、ＧＰＳ機能が無効になっていると判断された場合（Ｓ１２０５；
ＮＯ）、制御部９０２は撮像時位置情報の付加動作を終了する。
【００６２】
　ステップＳ１２０６において、位置情報制御部９０９は、携帯電話接続制御部９０７を
介して、第一の携帯電話１０に現在の地点における位置情報取得を要求する。ステップＳ
１２０７において、位置情報制御部９０９は、第一の携帯電話１０から現在の地点におけ
る位置情報を取得できたか否かを判断する。位置情報が取得できたと判断された場合（Ｓ
１２０７；ＹＥＳ）、ステップＳ１２０８へ進む。一方、位置情報が取得できなかったと
判断された場合（Ｓ１２０７；ＮＯ）、制御部９０２は撮像時位置情報の付加動作を終了
する。
【００６３】
　ステップＳ１２０８において、位置情報制御部９０９は、第一の携帯電話１０から取得
した位置情報を、撮像時における撮像時位置情報として、ステップＳ１２０４で撮像され
たた撮像画像に付加する。そして、制御部９０２は撮像時位置情報の付加動作を終了する
。以上で図１２のフローチャートの処理が終了する。
【００６４】
　図１３は、本実施形態における撮像装置５０が、第二の携帯電話３０に撮像画像を転送
する際の、撮像画像に対する撮像時位置情報を制限する動作を示すフローチャートである
。
【００６５】
　ステップＳ１３０１において、携帯電話接続制御部９０７は、第一の携帯電話１０に対
して、通信接続を要求する。ステップＳ１３０２において、携帯電話接続制御部９０７は
、第一の携帯電話１０との通信接続が確立されたか否かを判断する。通信接続が確立され
たと判断された場合（Ｓ１３０２；ＹＥＳ）、ステップＳ１３０３へ進む。一方、通信接
続が確立されなかったと判断された場合（Ｓ１３０２；ＮＯ）、制御部９０２は撮像時位
置情報の制限動作を終了する。
【００６６】
　ステップＳ１３０３において、画像転送制御部９０８は、携帯電話接続制御部９０７を
介して、第一の携帯電話１０に、第一の携帯電話１０が管理するアドレス情報を要求する
。ステップＳ１３０４において、画像転送制御部９０８は、第一の携帯電話１０からアド
レス情報を取得できたか否かを判断する。アドレス情報が取得できたと判断された場合（
Ｓ１３０４；ＹＥＳ）、ステップＳ１３０５へ進む。一方、アドレス情報が取得できなか
ったと判断された場合（Ｓ１３０４；ＮＯ）、制御部９０２は撮像時位置情報の制限動作
を終了する。
【００６７】
　ステップＳ１３０５において、画像転送制御部９０８は、第一の携帯電話１０から取得
したアドレス情報を、表示制御部９０４を介してユーザに提示し、ユーザに転送先を選択
させる。ステップＳ１３０６において、撮像装置５０は、撮像画像に対する撮像時位置情
報を制限する動作を行う。これは図６に示した第一の携帯電話１０による、撮像画像に対
して撮像時位置情報を制限する動作と同様である。そして、制御部９０２は撮像時位置情
報の制限動作を終了する。以上で図１３のフローチャートの処理が終了する。
【００６８】
　以上説明したように、撮像装置５０は、第一の携帯電話１０を中継して、第二の携帯電
話３０に撮像画像を転送する際、撮像時位置がアドレス情報に登録された位置情報に含ま
れるか否かを判断する。撮像時位置と転送先との関連付けは、第一の携帯電話１０が管理
するアドレス情報に基づき実施されるため、撮像装置５０がアドレス情報を管理する必要
がなく、撮像装置５０の記憶容量の削減と、モジュール構成を単純化することが可能とな
る。以上、本発明の一実施形態を示した。
【００６９】
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　（第３実施形態）
　以下、添付の図面を参照して、本発明に係る第３実施形態を説明する。なお、第１実施
形態、または第２実施形態で説明した構成要素と同じ構成要素に関しては説明を省略する
。図１４は、本実施形態における撮像システムの構成例を示す図である。画像共有サービ
ス６０は、本実施形態における第一の携帯電話１０から画像が転送される、転送先として
のサービスである。なお、本実施形態では、画像共有サービスを利用しているが、これに
限定されず、画像データを記憶可能なサービスであれば他のサービスを利用してもよい。
例えば、メールサービス、動画共有サービス、ファイル共有サービス、ブログサービス、
ＳＮＳ、などが挙げられる。
【００７０】
　インターネット７０は、本実施形態におけるインターネットとしてのＷＡＮ（Ｗｉｄｅ
　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）である。なお、本実施形態ではホームネットワークとして
ＷＡＮを利用しているが、これに限定されず、ＬＡＮ、アドホックネットワーク、公衆回
線、ＮＧＮ（Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、などを利用してもよ
い。
【００７１】
　図１５は、本実施形態における第一の携帯電話１０が、画像共有サービス６０に撮像画
像を転送する時に、撮像画像に対する撮像時位置情報を制限する際のメッセージの例を示
すシーケンスである。
【００７２】
　Ｍ１５０１において、ユーザは、第一の携帯電話１０を操作して、転送先の画像共有サ
ービス６０、そのサービス上でのユーザアカウント、アルバムを選択する。Ｍ１５０２に
おいて、第一の携帯電話１０は、画像共有サービス６０に対して、ユーザが指定したユー
ザアカウントで認証要求を行う。Ｍ１５０３において、画像共有サービス６０は、第一の
携帯電話１０からの認証を許可し、第一の携帯電話１０に返答する。
【００７３】
　Ｍ１５０４において、第一の携帯電話１０は、画像共有サービス６０に対して、画像共
有サービス６０中の、ユーザが選択したアルバムの閲覧範囲情報を要求する。本実施形態
において、画像共有サービス６０の閲覧範囲情報は、画像共有サービス６０中で管理され
るグループ毎に割り当てられるサービスグループ名とする。なお、本実施形態では、転送
先の画像共有サービス６０の閲覧範囲を利用したが、これに限定されず、例えばグループ
で共有して利用可能な、画像共有サービス６０のユーザアカウントに対する閲覧範囲を用
いても実施可能である。
【００７４】
　Ｍ１５０５において、画像共有サービス６０は、第一の携帯電話１０に、選択されたア
ルバムの閲覧範囲情報を返答する。Ｍ１５０６において、第一の携帯電話１０は、画像共
有サービス６０から取得した閲覧範囲情報と、第一の携帯電話１０が管理するグループ情
報とを比較する。本実施形態では、第一の携帯電話１０は、グループ情報中に、画像共有
サービス６０中で管理されるサービスグループ名を登録する。
【００７５】
　Ｍ１５０７において、第一の携帯電話１０は、転送対象の撮像画像に付加された撮像時
位置情報に基づいて、アドレス情報に登録された各位置情報が示す特定位置を中心とした
所定の範囲内に撮像時位置が含まれるか否かを判断する。ここでは、含まれているものと
する。
【００７６】
　Ｍ１５０８において、第一の携帯電話１０は、撮像時位置に対応するグループと、転送
先の画像共有サービス６０により管理されるサービスグループ名に対応するグループとが
同一であるか否かを判断する。ここでは異なるグループであるものとする。
【００７７】
　Ｍ１５０９において、第一の携帯電話１０は、転送画像から撮像時位置情報を削除する
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。Ｍ１５１０において、第一の携帯電話１０は、転送画像を、画像共有サービス６０中の
、ユーザが指定したアルバムに転送する。
【００７８】
　Ｍ１５１１において、画像共有サービス６０は、画像の転送完了を、第一の携帯電話１
０に返答する。以上で図１５のシーケンスが終了する。
【００７９】
　図１６は、本実施形態における第一の携帯電話１０が、画像共有サービス６０に撮像画
像を転送する時に、撮像画像に対する撮像時位置情報を制限する動作を示すフローチャー
トである。
【００８０】
　ステップＳ１６０１において、画像転送制御部３１２は、画像共有サービス６０に対し
て、ユーザが指定したユーザアカウントで認証要求を行う。ステップＳ１６０２において
、画像転送制御部３１２は、画像共有サービス６０への認証が成功したか否かを判断する
。認証が成功したと判断された場合（Ｓ１６０２；ＹＥＳ）、ステップＳ１６０３へ進む
。一方、認証が失敗したと判断された場合（Ｓ１６０２；ＮＯ）、制御部３０４は、撮像
時位置情報の制限動作を終了する。
【００８１】
　ステップＳ１６０３において、閲覧範囲判断部３１５は、画像共有サービス６０に対し
て、画像共有サービス６０中の、ユーザが指定したアルバムの閲覧範囲情報を要求する。
本実施形態において、画像共有サービス６０の閲覧範囲情報は、画像共有サービス６０中
のサービスグループ名とする。
【００８２】
　ステップＳ１６０４において、閲覧範囲判断部３１５は、画像共有サービス６０から、
閲覧範囲情報（つまり、サービスグループ名）を取得できたか否かを判断する。閲覧範囲
情報を取得できたと判断された場合（Ｓ１６０４；ＹＥＳ）、ステップＳ１６０５へ進む
。一方、閲覧範囲情報を取得できなかったと判断された場合（Ｓ１６０４；ＮＯ）、制御
部３０４は、撮像時位置情報の制限動作を終了する。
【００８３】
　ステップＳ１６０５において、閲覧範囲判断部３１５は、画像共有サービス６０から取
得した転送先の（閲覧範囲情報としての）サービスグループ名と、グループ情報管理部３
１１で管理するグループ情報中のサービスグループ名とを比較する。そして、閲覧範囲判
断部３１５は、転送先のサービスグループ名がグループ情報中に存在するか否かを判断す
る。転送先のサービスグループ名がグループ情報中に存在すると判断された場合（Ｓ１６
０５；ＹＥＳ）、閲覧範囲判断部３１５は、転送先のサービスグループ名に対応するグル
ープを、以後の処理にて、転送先に対応するグループとして扱い、ステップＳ１６０６へ
進む。一方、転送先のサービスグループ名がグループ情報中に存在しないと判断された場
合（Ｓ１６０５；ＮＯ）、制御部３０４は、撮像時位置情報の制限動作を終了する。
【００８４】
　ステップＳ１６０６において、第一の携帯電話１０は、図６に示した撮像画像に対する
撮像時位置情報を制限する動作を実施する。そして、制御部９０２は撮像時位置情報の制
限動作を終了する。以上で図１６のフローチャートの処理が終了する。
【００８５】
　以上説明したように、第一の携帯電話１０は、画像共有サービス６０に撮像画像を転送
する際、撮像時位置がアドレス情報に登録された位置情報に含まれるか否かを判断する。
もし含まれる場合、第一の携帯電話１０は、転送先のアルバムの閲覧範囲が、撮像時位置
に関連するグループと同一の場合のみ、撮像時位置情報を付加した撮像画像を転送する。
その結果、画像共有サービス６０において、グループで共有して利用しているアルバム内
の撮像画像には、グループメンバに関連した位置情報が付加される一方、他のグループメ
ンバに関連する位置情報は付加されない。
【００８６】
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　これにより、グループメンバのプライバシ情報を、グループ外には漏洩することなく、
グループ内で共有することができる。それ故、第一の携帯電話１０を利用するユーザ、及
びグループに所属するメンバのプライバシを保ちつつ、ユーザの利便性が向上することが
できる。以上、本発明の一実施形態を示した。
【００８７】
　（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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